
申込みおよび問合せ先
日野町役場企画政策課（〒 689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨 101 番地）
■電話：0859（72）0332　■ FAX：0859（72）1484　■Ｅメールアドレス：kikaku@town.hino.tottori.jp
■町ホームページアドレス：http://www.town.hino.tottori.jp

ふるさと納税の申込み方法
①振込用紙による申込み（郵便局でのお振込み）
振込用紙（払込取扱表）を郵送しますので、ご希望の方は役場企画政策課（電話0859-72-0332）までご連絡く
ださい。
②ウェブサイトから申込み
下記ウェブサイトから必要事項を入力することで申し込みができます。（QRコードからもアクセスできます）

■ふるなび

皆さんの温かいお気持ちを、
きらりと光るまちづくりに役立てます。

■ふるさとチョイス ■ＡＮＡのふるさと納税■楽天ふるさと納税

町では、「愛と元気の日野町ふるさと基金」を創設し、皆さんから寄
付を募っています。寄付はいつでも受付けています。まちづくりに
ご協力いただける皆さんへ、この基金をご紹介ください。

ふるさと納税ふるさと納税
愛と元気の日野町ふるさと基金

《令和4年度日野町ふるさと納税実績》 ※令和4年 4月1日～令和5年3月31日

●寄付額 3,743 万 7千円3,743 万 7千円 ●ふるさと納税件数 3,189 件3,189 件

ご寄付いただいた皆さま、ありがとうございました。
皆さまからいただいた寄付金は、次の事業に活用しました。

今後とも多くの皆さまからのご支援、よろしくお願いいたします。

１．町内保・小・中関連事業
●町内小学校入学児童ナップランド購入
●ひのっこ保育所、町内小中学校に係る図書購入

３．日野町民ミュージカル補助金
４．日野学園（義務教育学校）開校準備に係る費用

●舞台幕張替え工事費　●校旗・校章旗製作費　●校歌表題製作費

２．町図書館図書購入
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　地域活動支援交付金制度は、集落自治の基本である「まずは集まってみましょう」
「自分たちで集落について話し合いましょう」という考えから生まれた制度です。
　人口減少・少子高齢化が進み、集落活動の減少や、地域の皆さんが集まる機会の
減少が進んでいます。そうした中で、今後の集落の維持・存続に向けみんなで話し
合い、知恵を出し合うことがとても大事な時期です。
　今年度の交付金のメニューは下記のとおりです。がんばる集落、がんばれる集落
の皆さんは、目的に合わせぜひ活用し、住みよい集落、住んでよかったと思える集
落をつくりましょう。

住みよい集落を皆さんでつくりましょう

（対象：自治会）

（対象：自治会、住民グループなど）

問合せ先 /役場企画政策課（電話 72-0332）

①地域資源を生かした地域づくり活動
②歴史、文化伝統行事の保存・活用にかかわる活動
③都市部との交流事業、町内他地域との連携による地域活動
④地域の防犯、住民同士の支え合いにかかわる活動
⑤男女共同参画の推進にかかわる活動

地域資源や歴史・文化伝統行事の保存・活用、他集落や都市部との交流などによる
地域活性化のための取り組みを行う団体を支援します。

【交付対象事業】

まちづくり座談会の開催、地域課題解決に向けた取り組み

★集落活性化型（A・B）

地域活動支援交付金

【交付金限度額】

（事業費1/2）

申請申請
募集中募集中

日野町令和５年度

【交付対象事業】
集まる機会の創出・つながりと助け合いの強化
例：自治会内で地域住民が親睦や交流を深める
目的で行う行事

集落活性化型Ａ

【交付金限度額】

（事業費 10/10）2万円

【交付対象事業】

集落活性化型Ｂ

【交付金限度額】
（事業費 10/10）3万円

例：まちづくり座談会を開き、集落再生の必要性や先進地
の取り組みを学ぶ。自分たちの地域課題を把握し、課題解
決に向けた新たな取り組みを行う。

★チャレンジ型NEW! （対象：自治会）

★地域創造型

20万円

※集落活性化型（A・B）活用団体へ上乗せ
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【交付金限度額】

（事業費 10/10）
5万円

【交付対象事業】
例：①地域づくり、特産品開発、暮らしの仕組み作り等
　　②他市町村への視察、研修
　　③防災士、健康ゲーム指導士などの資格取得
　　④地域住民同士で行うスマホ教室　など

持続可能な地域を目指した新たなチャレンジ（取り組み）を行う自治会を支援します。

③資格取得にかかる経費（受講料等）
については、1人あたり2万円上限
で追加交付④奨励金として参加人数×
500円を追加交付

※


